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太陽光発電設備、蓄電池、エネファーム、高効率給湯器の購入費用を補助します！ 

買うだけの電気に、終止符を！ 

 

和泉市における脱炭素化の推進を目的とし、太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、高効率給湯器を新た

に設置される個人または事業者に対し、予算の範囲内で購入費等の一部を補助します。 

電気代高騰に、もう嘆かない！「買うだけの電気」に終止符を! 

 

■補助対象者 

・個人の場合：交付申請のあった日において本市域に住所を有し、又は本市に転入する見込みがある方で、令和

８年４月１６日以降に自ら居住又は転入する予定の住宅又は敷地内に新たに補助対象設備を導入される方。 

・事業者の場合：令和８年４月１６日以降に、自ら事業を行う本市域の事業所の敷地内において、新たに補助対

象設備を導入する法人又は個人事業主。 

 

■対象設備 

（個人） 

・太陽光発電設備：70,000 円/kW（上限 700,000 円） 

・蓄電池：40,000 円/kWh（上限 400,000 円）※対象経費が 12 万円未満の場合 1/3 

・エネファーム：最大５００，０００円※対象経費が１０0 万円未満の場合は 1/2 

・高効率給湯器：最大３０0,000 円※対象経費が６０万円未満の場合は 1/2 

（事業者） 

・太陽光発電設備：50,000 円/kW（上限３0,000,000 円） 

・蓄電池：50,000 円/kWh（上限 10,000,000 円） 

 

※蓄電池は太陽光発電設備とセット購入が必須。その他条件あり。 

※エネファーム、高効率給湯器は世帯によって補助金額変わります。 

　詳細は HP をご覧ください。 

 

■申請期間：令和８年４月２７日（月曜日）～令和９年２月１日（月曜日） 

※先着順で、予算がなくなり次第終了します。 

 

■申請の仕方：電子申請（個人のみ）、郵送、窓口 

※申請時に提出が必要な書類等はホームページをご参照ください。 

 

 

ホームページ URL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・二次元コード 

https://www.city.osaka-

izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23214.html 

 

 

 

 

 

報道関係各位 令和８年５月１９日 
和泉市


